
 平成23年度当初予算　予算要求シート

-

今年度要求のポイント

平成5年10月1日
　乳幼児医療費助成制度施行
平成22年7月1日
　子ども医療費助成制度施行

現行制度継続

【経過（～22年度】 【23年度】

　　　　小・中学生（62,586人）　

事業期間 　H5～　H　　

1,073,156事 業 費

項目

平成22年7月施行の小中学生の医療費については、7月・8月診療分の実績に基づ
いた見込みでの要求。

22年度予算

平成23年度要求額

2,533,2541,966,428

全体事業費

事 業 名 子ども医療扶助費

主な要求内容 （単位：千円）

扶助費　小学校就学前（48,030人）

平成22年度予算額

(単位　千円)

食事　　 21,377千円

平成21年度決算額

722,215 1,274,642 通院　1,139,939千円

入院　　125,418千円

食事　 　 9,285千円

内容・積算等

入院　　350,210千円

1,258,612

23年度要求額

通院　　887,025千円

1,966,428 2,533,254

現行制度継続

【今後（～24年度】

その他　特記事項スケジュール（経過及び今後展開）

合計

中学校卒業までの子ども（15歳到達後最初の3月31日まで)が、健康保
険証を使って医療機関等にかかったときの医療費の一部及び入院時の
食事療養にかかる自己負担分を助成する。

【一部自己負担金】
１医療機関あたり月2日を限度に1日500円まで。ただし、複数医療機関
を受診し、1人につき月額上限の2,500円を超えた分は、申請により還
付。

019

事業内容

関連事業

整理番号 11

子どもの健康の保持増進及び子育てに係る経済的負担の軽減を図る。

事業目的

健康福祉局 保険徴収医療課局・課名／　　

1,244,213


